
平成 31 年駒ヶ根市教育委員会第 2 回定例会 

 

平成 31年 2月 26日（火）14 時 00 分～ 

駒ヶ根市役所保健センター2 階大会議室 

 

 

１ 開 会      時  分 

  

２ 教育長報告                               ・・・Ｐ１ 

 

３ 事業報告及び事業計画                          ・・・Ｐ３ 

・臨時教育委員会 3月 5日（火）13時 30分～ 保健センター２階 大会議室 

・定例教育委員会 3月 26日（火）14時 00分～ 保健センター２階 大会議室 

 

４ 審議案件 

議案第１号 中沢公民館長の任命について                 ・・・Ｐ５ 

 

議案第２号 駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例等の一部を改正する条例について・・・Ｐ６ 

 

議案第３号 平成３１年度予算概要について               ・・・Ｐ１２ 

 

議案第４号 駒ヶ根市立小・中学校文書管理規程の一部改正について     ・・・別冊 

 

 

５ 協議事項 

  なし 

 

 

６ 報告事項 

 （１）行事共催等承認申請の専決処分について              ・・・Ｐ２７ 

 

 

７ その他 

（１）平成３１年度教育委員会定例会等の開催日程について         ・・・Ｐ２８ 

 

（２）校長の離任と着任における教育委員の任務について          ・・・Ｐ２９ 

 

 

８ 閉 会      時  分 







議案第１号 

 

 

中沢公民館長の任命について 

 

 

社会教育法第２８条及び駒ヶ根市公民館条例（昭和５４年条例第２４号）第３条の規程に

より、下記の者を中沢公民館長に任命する。 

 

 

平成３１年２月２６日 

 

駒 ヶ 根 市 教 育 委 員 会 

教育長 本 多 俊 夫 

 

記 

 

１ 氏名等 

 

氏  名 住  所 

久保田 之義 駒ヶ根市中沢 

 

２ 任命年月日   ２０１９年４月１日 

  

３ 任   期   ２０１９年４月１日から２０２２年３月３１日まで 

 



議案第２号 

   駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例等の一部を改正する条例 

 

平成  年  月  日 

条 例   第   号 

 （駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例の一部改正） 

第１条 駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例（平成15年条例第11号）の一部を次のように改

正する。 

       「          「 

別表第１中 6,000円   を 6,100円  に改める。 

               」          」 

 

       「          「 

別表第３中 
円 

6,500円  
 を 

円 

6,600円  
に改める。 

               」          」 

（駒ヶ根市公設地方卸売市場条例の一部改正） 

第２条 駒ヶ根市公設地方卸売市場条例（昭和47年条例第44号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第１項中「370円」を「380円」に改める。 

（駒ヶ根市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第３条 駒ヶ根市道路占用料徴収条例（昭和33年条例第12号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「第39条」を「第39条第２項」に改める。 

第３条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 公職選挙法（昭和25年法律第100号）による選挙運動のために使用する立札、看板

その他の物件 

第５条中「月額、」を「月割、」に改める。 

別表の備考７中「月割」を「月額」に改め、同表の備考８中「1.08」を「1.1」に改め

る。 

（駒ヶ根市準用河川占用料等徴収条例の一部改正） 

第４条 駒ヶ根市準用河川占用料等徴収条例（昭和49年条例第21号）の一部を次のように

改正する。 

別表中「1.08」を「1.1」に、 

「            「 

 

 

円 

230 

 円 

234 

 

 210  213  

 180  183  



 260  を 264 に、 

 90  91  

 120  122  

 5,200  5,296  

」            」 

 

「            「 

円 

60 
 を 

円 

61 
に改める。 

」            」 

（駒ヶ根市公共物管理条例の一部改正） 

第５条 駒ヶ根市公共物管理条例（平成３年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「建設省」を「国土交通省」に改める。 

  別表中「1.08」を「1.1」に、 

 「            「 

 

 

円 

230 

 円 

234 

 

 210  213  

 180  183  

 260  を 264 に、 

 90  91  

 120  122  

 5,200  5,296  

」            」 

 

「            「 

円 

60 
 を 

円 

61 
に改める。 

」            」 

（駒ヶ根市公共下水道条例の一部改正） 

第６条 駒ヶ根市公共下水道条例（平成６年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第19条第４項中「100分の108」を「100分の110」に改める。 

（駒ヶ根市農業集落排水施設条例の一部改正） 

第７条 駒ヶ根市農業集落排水施設条例（平成６年条例第38号）の一部を次のように改正

する。 



別表中「2,800」を「2,860」に、「3,020」を「3,080」に改める。 

（駒ヶ根市農業集落排水汚泥処理施設条例の一部改正） 

第８条 駒ヶ根市農業集落排水汚泥処理施設条例（平成14年条例第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第１項の表中「367.2円」を「374円」に改める。 

（駒ヶ根市水道事業管理条例の一部改正） 

第９条 駒ヶ根市水道事業管理条例（昭和42年条例第24号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２第１項及び第22条の３中「100分の108」を「100分の110」に改める。 

（駒ヶ根市文化会館条例の一部改正） 

第１０条 駒ヶ根市文化会館条例（昭和61年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

「    

14,400円 22,600円 27,700円 37,000円 50,400円 65,800円 6,100円 

16,400 26,700 30,800 43,200 58,600 75,000 7,200 

18,500 29,800 37,000 48,300 67,800 86,400 8,200 

21,600 36,000 41,100 58,600 78,100 99,700 9,200 

24,600 39,000 48,300 64,800 88,400 114,100 10,200 

27,700 46,200 54,500 75,000 100,800 129,600 12,300 

28,800 46,200 57,600 76,100 104,900 133,700 13,300 

32,900 55,500 63,700 88,400 119,300 152,200 15,400 

                                        」 

   を 

 「    

14,600円 23,000円 28,200円 37,600円 51,300円 67,000円 6,200円 

16,700 27,100 31,300 44,000 59,600 76,300 7,300 

18,800 30,300 37,600 49,100 69,000 88,000 8,300 

22,000 36,600 41,800 59,600 79,500 101,500 9,300 

25,000 39,700 49,100 66,000 90,000 116,200 10,300 

28,200 47,000 55,500 76,300 102,600 132,000 12,500 

29,300 47,000 58,600 77,500 106,800 136,100 13,500 

33,500 56,500 64,800 90,000 121,500 155,000 15,600 

                                        」 

 に、 

「   



6,200 8,300 11,500 14,600 

                      」 

 を 

「   

6,300 8,400 11,700 14,800 

                      」 

 に、 

 「   

午前９時から午後10時まで 10,400円 

                                   」 

 を 

「   

午前９時から午後10時まで 10,500円 

                                   」 

 に、 

 「              「 

5,500円  8,500円   を 5,600円  8,600円  に改める。 

            」              」 

（駒ヶ根市勤労青少年ホーム条例の一部改正） 

第１１条 駒ヶ根市勤労青少年ホーム条例（昭和60年条例第10号）の一部を次のように改

正する。 

     「              「 

別表中 5,500  8,500   を 5,600  8,600  に改める。 

                 」             」 

（駒ヶ根女性ふれあい館条例の一部改正） 

第１２条 駒ヶ根女性ふれあい館条例（昭和60年条例第11号）の一部を次のように改正す

る。 

     「              「 

別表中 5,500  8,500   を 5,600  8,600  に改める。 

                」             」 

（駒ヶ根市体育施設条例の一部改正） 

第１３条 駒ヶ根市体育施設条例（昭和42年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

       「            「 

別表第４中 12,000    を 12,200  に改める。 

               」            」 

 

       「            「 

別表第７中 8,000    を 8,100  に改める。 

               」            」 

    



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、第３条中駒ヶ根市道路占用料

徴収条例第１条、第３条、第５条及び別表の備考７の改正規定並びに第５条中駒ヶ根市

公共物管理条例第２条第３号の改正規定は、公布の日から施行する。 

（駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例等の一部改正に伴う経過措置）  

２ この条例による改正後の駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例、駒ヶ根市公設地方卸売市

場条例、駒ヶ根市文化会館条例、駒ヶ根市勤労青少年ホーム条例、駒ヶ根女性ふれあい

館条例及び駒ヶ根市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に使用料又は利用料金（以下この項において「使用料等」という。）を徴収

するものから適用し、施行日前に使用料等を徴収したものについては、なお従前の例に

よる。  

（駒ヶ根市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に道路法（昭和27年法律第180号）第32条の規定による許可

を受けた者で、この条例の施行日以後も引き続き道路の占用を継続しているものの施行

日以後の占用に係る占用料については、改正後の駒ヶ根市道路占用料徴収条例の規定に

よる額から、既に徴収した当該占用料の額を差し引いた額を徴収する。 

（駒ヶ根市準用河川占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際、現に占用等の許可等を受けた者で、この条例の施行日以後も引

き続き占用等を継続しているものの施行日以後の占用等に係る流水占用料等については、

改正後の駒ヶ根市準用河川占用料等徴収条例の規定を適用する。 

 （駒ヶ根市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の際、現に改正前の駒ヶ根市公共物管理条例第４条の規定による許可

を受けた者で、この条例の施行日以後も引き続き当該許可に係る行為を継続しているも

のの施行日以後の行為に係る料金については、改正後の駒ヶ根市公共物管理条例の規定

を適用する。 

（駒ヶ根市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置）  

６ この条例による改正後の駒ヶ根市公共下水道条例の規定は、平成32年１月１日以後に

使用料の支払を受ける権利が確定される下水道の使用に係る使用料について適用し、施

行日から平成31年12月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定される下水道の

使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（駒ヶ根市農業集落排水施設条例及び駒ヶ根市農業集落排水汚泥処理施設条例の一部改

正に伴う経過措置）  

７ この条例による改正後の駒ヶ根市農業集落排水施設条例及び駒ヶ根市農業集落排水汚

泥処理施設条例の規定は、平成31年11月１日以後に使用料の支払を受ける権利が確定さ

れる施設の使用に係る使用料について適用し、施行日から平成31年10月31日までの間に

使用料の支払を受ける権利が確定される施設の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。  

（駒ヶ根市水道事業管理条例の一部改正に伴う経過措置）  

８ この条例による改正後の駒ヶ根市水道事業管理条例第22条の３の規定は、平成32年１

月１日以後に料金の支払を受ける権利が確定される水道の使用に係る料金について適用

し、施行日から平成31年12月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定される水道

の使用に係る料金については、なお従前の例による。 



 

駒ヶ根市東伊那農村公園施設条例等の一部を改正する条例について 

 

1. 改正の趣旨 

(1)2019年10月1日の消費税引き上げに伴い、施設使用料等を適切な金額とするため。 

(2)次に該当する施設使用料等について改定を行う。 

① 消費税納税事業者である公営企業等（水道事業、公共下水道事業、農業集落排

水事業、卸売場市場事業）の使用料  

② 外税規定のある使用料（「1.08」を乗ずることとなっているものは、「1.1」

に改定） 

③ 土砂採取料等など県との整合が必要なもの 

④ 体育館等施設使用料等のうち、消費税２％引き上げ分が100円を超える使用料

等（単位を100円として改定） 

⑤ 指定管理者の承認料金制（条例では下限・上限を定めている施設）のうち、実

際の料金が上限額一杯となっている施設料金 
 

2. 改正の概要 

条 一部改正条例 対象となる使用料等 改定の内容 

１ 東伊那農村公園施設条例 
別表第１ シルク館使用料 
別表第３ ふるさとの家の宿泊料 

④ 
⑤ 

100円 
100円 

２ 公設地方卸売市場条例 通い箱 ① 10円 

３ 道路占用料徴収条例 占用期間が1月未満の占用料 ② 1.1を乗じた額 

４ 準用河川占用料等徴収条例 
流水占用料 
土砂採取料等 

② 

③ 

1.1を乗じた額 

2％引上げた額 

５ 公共物管理条例 
流水占用料 
土砂採取料等 

② 

③ 

1.1を乗じた額 

2％引上げた額 

６ 公共下水道条例 使用料 ① 1.1を乗じた額 

７ 農業集落排水施設条例 使用料 ① 60円 

８ 
農業集落排水汚泥処理施設
条例 

使用料 ① 6.8円 

９ 水道事業管理条例 施設負担金及び料金 ① 1.1を乗じた額 

10 文化会館条例 
ホール、リハーサル室、ホアイ
エ、展示室 

④ 
２％引上げた額
（100円未満切捨
て） 

11 勤労青少年ホーム条例 軽運動室 ④ 「10」に同じ 

12 女性ふれあい館条例 軽運動室 ④ 「10」に同じ 

13 体育施設条例 

市民体育館利用料金（アリーナ
大で営利又は営業を目的とする
場合） 

南割公園アルプス球場（午前8時
から午後5時まで） 

④ 
200円 
 
100円 

 

議案第２号資料 



H31.2 定例教育委員会報告　　　　行事共催等承認申請一覧（専決分報告）

区分 受付番号 行事の名称 団体名 開催日 開催場所 承認

後援 30-162 第38回駒ヶ根市少年剣道大会 駒ヶ根市体育協会剣道部 平成31年2月17日（日） 駒ヶ根市武道館 承認

後援 30-163 第24回駒ヶ根市空手道選手権大会 空手スポーツ少年団 平成31年3月24日（日） 駒ヶ根市武道館 承認

後援 30-164 BRUSH　A　LIVE　2019 DANCE　COMPANY　BRUSH　UP 平成31年4月14日（日） 飯島町文化館　大ホール 承認

後援 30-165 駒ヶ根市民吹奏楽団　第34回定期演奏会 駒ヶ根市民吹奏楽団 平成31年6月22日（土） 駒ヶ根市文化会館 承認

後援 30-166 子育てセミナー 家庭倫理の会南信州 平成31年5月19日（日） 駒ヶ根市文化会館 承認

後援 30-167
2019春の第31回山岸めぐみ門下生スプリングピア
ノコンサート

山岸　めぐみ 平成31年4月28日（日）
駒ヶ根市文化会館　大
ホール

承認

後援 30-168 第61回如月会華展 如月会 平成31年4月13日（土）、14日（日） アルパ３階 承認

後援 30-169 映画　FAR　WESTERN　上映会 カントリー信州観光推進協会 平成31年6月16日（日） 飯島町文化館 承認

後援 30-170 第3回レフア・マカ・ノエフラスタジオ発表会 レフア・マカ・ノエフラスタジオ 平成31年5月19日（日） 駒ヶ根市文化会館 承認

後援 30-171 平成31年度伊南子ども劇場　あそびじゅく 伊南子ども劇場 2019年5月～10月 駒ヶ根市東伊那の山林内 承認

後援 30-172
平成30年度伊南子ども劇場　低学年おやこキャン
プ

伊南子ども劇場 2019年6月29日～30日 駒ヶ根キャンプセンター 承認

後援 30-173
平成31年度伊南子ども劇場　高学年サマーキャン
プ

伊南子ども劇場 2019年8月2日～3日 阿南町二瀬キャンプ場 承認

後援 30-174
平成31年度伊南子ども劇場　「忍者修行　街を遊
ぶ」

伊南子ども劇場 2019年10月13日～14日 駒ヶ根市内 承認

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

共催 0 件 承認 13 件
後援 13 件 不承認 0 件
協賛 0 件 協議中 0 件

13 件 13 件



開催月 定例日 曜日 会　　　　場 臨時日 曜日 会　　　　場

４月 ２２日 月 保健センター ２階  大会議室

５月 ２９日 水 　　　　　　　　〃

６月 ２５日 火 　　　　　　　　〃

７月 ３０日 火 南庁舎 ２階  大会議室

８月 ２７日 火 保健センター ２階  大会議室

９月 ２４日 火 　　　　　　　　〃

１０月 ２９日 火 南庁舎 ２階  大会議室 １日 火 保健センター ２階  大会議室

１１月 ２６日 火 保健センター ２階  大会議室

１２月 ２４日 火 　　　　　　　　〃

１月 ２９日 水 　　　　　　　　〃

２月 ２５日 火 　　　　　　　　〃

３月 ３１日 火 　　　　　　　　〃 上旬

※　その他の行事等との調整により日程及び会場を変更する場合があります。

平成31年度の教育委員会定例会及び臨時会の開催日程について、以下の日程で計画したいのでご予
定をお願いします。なお、今後必要により変更する場合もあります。

平成31年度教育委員会定例会・臨時会の開催日程について

※　これまでの例に倣い月末の火曜日を基本にしています。

その他（１）


































































